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気候変動に関する情報開示

～開示基準（IFRS S2, SSBJ気候基準案）の解説と実務紹介～
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気候関連の開示基準

ISSB基準、SSBJ基準等
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サステナビリティ情報開示に関する最近の動向
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⚫ 国際サステナビリティ基準審議会（ISSB）
 IFRS財団は2021年11月のCOP26において、気候変動やその他のサステナビリティ

開示に関する基準開発を目的にISSBを設立することを表明

 2023年6月に以下の２つの基準を公表

 IFRS S1号「サステナビリティ関連財務情報開示に関する全般的要求事項」

 IFRS S2号「気候関連開示」

⚫ 欧州
 2023年1月に企業のサステナビリティ情報開示に関する新たな指令の 企業サステナビリティ

報告指令（Corporate Sustainability Reporting Directive、CSRD）が発効し、2024年1月から
段階的に適用（当初は大規模上場企業から）

 2028年1月1日以後開始する事業年度からは、欧州で一定以上の連結売上高がある
EU域外企業グループもCSRDに従って連結サステナビリティ開示が求められる

⚫ 日本
 2023年3月期より有価証券報告書にサステナビリティの取組を記載する欄を新設

 サステナビリティ基準委員会（SSBJ）が、IFRS S1号及びS2号を基にした我が国サステナビ
リティ開示基準の公開草案を2024年3月に公表。同7月末まで意見募集。2025年3月に確定基
準の公表予定

 金融庁 金融審議会「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グ
ループ」を設置し、開示・保証の制度設計を検討中
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IFRS S2号の概要（1/2）

⚫ 気候関連のリスク及び機会に焦点

⚫ IFRS S1号と共に適用（IFRS S2号のみでの適用

は出来ない）

⚫ TCFD提言の内容を継承

⚫ 温室効果ガス（GHG）のスコープ１,2,３を含む

⚫ 産業別の開示に関する要請
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IFRS S2号の概要（2/2）
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気候関連のリスク（物理的リスク及び移行リスク）と機会に関する開示を要求

ガバナンス

気候関連のリスク・機会を監視・管理・監督するためのガバナンスのプロセス、統制および手続（S1号と共

通的な開示が可能）

• 気候リスク・機会に責任を負う統治責任者・機関と経営者の両面での情報提供

• 気候リスク・機会に責任を負う権限、能力（開発）、情報提供、リスク・機会の考慮、目標設定と実績モ

ニタリング等

戦略

気候関連のリスク及び機会を管理するための戦略

• 企業の見通しに影響を与えると合理的に見込み得る気候関連のリスク及び機会

• ビジネスモデル・バリューチェーン、戦略・意思決定に与える影響（移行計画を含む）

• 企業の財務計画への気候関連のリスク及び機会がどう反映されているかを考慮した上で、報告期間及び短

期・中期・長期にわたり予想される財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローに与える影響

• 気候関連リスクに対するレジリエンス（シナリオ分析を利用）

リスク管理

気候関連リスクの特定、評価、管理する単位又は複数のプロセス（共通的な開示が可能）

• 気候関連リスク・機会の識別プロセス

• 影響の評価プロセス（影響の大きさ、発生可能性の評価、優先順位付け及び監視）

• 全社リスク管理プロセスへの統合

指標・目標

重要な気候関連のリスク・機会管理に関する状況を理解できるようにする情報

• 産業横断（全企業対象）の指標（スコープ１、２、３のGHG排出量など）

• 産業別の指標

• 取締役会・経営者による独自設定指標・目標

（出典：ISSB 「IFRS S2号『気候変動開示』 2023年6月を元に作成）
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IFRS S2号「気候関連開示」：目的

⚫ 一般目的財務報告の主要な利用者が企業へのリソース提供に関する意思決定を
行う際に有用な気候関連のリスク及び機会に関する情報を開示することを企業
に要求する

⚫ 短期・中期・長期に渡って、企業のキャッシュ・フロー、ファイナンスへのア
クセス、または資本コストに影響することが合理的に見込まれる気候関連の
リスク及び機会に関する情報開示を求める

リスク
機会

物理リスク 移行リスク

• 急性の物理リスク
（台風や洪水など）

• 慢性の物理リスク
（海面上昇や

平均気温上昇など）

• 政策又は法律上のリスク
• 市場リスク
• 技術リスク及び
• 評判リスク

• 資源効率
• エネルギー源
• 製品とサービス
• 市場
• レジリエンス

出典： TCFD 「Recommendations of the TCFD」p.10,11を基に作成
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https://assets.bbhub.io/company/sites/60/2021/10/FINAL-2017-TCFD-Report.pdf
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S2 気候関連開示：コア・コンテンツ

ガバナンス

気候関連のリスク・機会を監視・管理するためのガバナンスのプロセス、統制および手続

• 気候リスク・機会に責任を負う機関

• 全体的な経営監督行動における気候リスク・機会考慮の位置づけ

• 気候リスク・機会評価における経営者の役割

戦略

気候関連のリスク及び機会に対処するための戦略

• 気候関連リスク機会

• リスク機会がビジネスモデル、戦略・意思決定に及ぼす影響（関連する資金調達を含む）

• 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローに与える影響並びに短期、中期及び長期に予想されるイン

パクト

• 気候関連リスクに対するレジリエンス

リスク

管理

気候関連リスクの特定、評価、管理、軽減に関する企業のプロセス

• 気候関連リスクの識別プロセス

• 影響の評価プロセス（影響の大きさ、発生可能性の評価、優先付け）

• 企業全体のリスク管理プロセスへの統合

指標・目標

重要な気候関連のリスク・機会管理に関する状況を理解できるようにする情報

• 産業横断指標

• 産業別の指標

• 取締役会・経営者が設定する指標

産業別ガイダンス（開示トピック）

を参照し、適用可能性を考慮

産業別ガイダンス（指標）を参照し、

適用可能性を考慮
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戦略に関する開示内容

⚫ 企業の見通しに影響を与えることが予想される気候関連のリスク及び機会

 物理的リスク・移行リスクの区別、影響する短中長期の時間軸（その定義も含む）

 過度のコストと労力なしに、利用可能なすべての合理的で裏付け可能な情報に基づき識別

 産業別の適用ガイダンスに定義された開示トピックを参照

⚫ 気候関連のリスク及び機会がビジネスモデル・バリューチェーン、戦略・意思決定に与える影響

 対応方法・対応計画（移行計画を含む）

 資源の調達予定

 計画の進捗 

⚫ 気候関連のリスク及び機会が現在及び将来の財政状態、経営成績及びCFに及ぼす影響

 過度のコストと労力をかけずに利用可能な合理的で裏付け可能な情報に基づき、

利用可能なスキル・能力・資源にふさわしいアプローチを使用

 一定の条件を満たす場合、定量的情報の作成が免除。定性的情報を開示

⚫ 気候関連の戦略・ビジネスモデルのレジリエンス

 気候関連のシナリオ分析を使用（企業の状況に応じたアプローチを採用）

8
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産業横断指標

温室効果ガス
（GHG）排出量

スコープ１、スコープ２、スコープ３

• GHGには7種類のガス（CO2, CH4, N2O, NF3, SF6, HFCs, PFCs）が含まれる。

各ガスの排出量に地球温暖化係数を掛け合わせて算定したCO2相当量を合算 （単位：t-CO2e）

• 原則、GHGプロトコル（※）に従って算定。ただし、法域の規制当局や証券取引所が異なる

基準の利用を求める場合には、その基準も利用可能。

• 適用初年度はスコープ３の開示免除

移行リスク 脆弱な資産・事業活動の金額・割合

物理的リスク 脆弱な資産・事業活動の金額・割合

気候関連の機会 気候関連の機会と整合的な資産・事業活動の金額・割合

資本配分 気候関連のリスクと機会に対して展開される資本支出、資金調達または投資額

内部炭素価格
炭素価格の意思決定への適用の有無、適用方法
GHG排出量1トン当たりの内部炭素価格

報酬 当期において気候関連の検討の影響を受けた経営者報酬の割合

（※）「温室効果ガスプロトコルの企業算定及び報告基準（2004年）」の略称。
WRI（世界資源研究所）及びWBCSD（持続可能な開発のための世界経済人会議）主導により策定。
多くの法域における企業がGHG排出の算定・報告に用いている。

9
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産業別ガイダンス

10

半導体 GHG排出 （１）グローバルでのスコープ１総排出量
（２）PFCガスの総排出量

メートルトン(t)CO2-e

スコープ１排出量、排出削減目標、及びそれらの目標に対する実績分析の管理に係る長期的及び短期的
な戦略または計画の説明

n/a

製造におけるエ
ネルギー管理

（１）総エネルギー消費量、（２）系統電力の割合、（３）再生可能エネルギーの割合 GJ、％

水の管理 （１）総取水量（２）総水消費量、ベースライン水ストレスが高いまたは非常に高い地域における割合 千m3、%

製品ライフサイ
クル管理

IEC62474申告対象物質を含む製品の収益割合 %

（１）サーバ、（２）デスクトップ、（３）ラップトップのシステムレベルでのプロセッサエネルギー
効率

各種、製品カテゴリー別

自動車 燃費・使用段階
排出量

地域別の販売自動車加重平均燃費 Mpg、L/km、gCOl2/km、km/L

（１）ゼロエミッション車、（２）ハイブリッド車、（３）プラグインハイブリッド車の販売台数 件数

燃費及び排出量のリスクと機会を管理するための戦略説明 n/a

⚫ 11セクター68業種ごとに「産業別ガイダンス」を提供

⚫ 各企業は、「産業別ガイダンス」を参照・考慮して、産業別指標を決定・開示

業種 トピック 指標 単位

出典： IFRS Industry-based Guidanceを基に作成（2023年12月11日アクセス）

（例）

https://www.ifrs.org/issued-standards/ifrs-sustainability-standards-navigator/ifrs-s2-climate-related-disclosures.html/content/dam/ifrs/publications/html-standards-issb/english/2023/issued/ibg/
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⚫ スコープ１、２、３別の金融排出量（absolute gross）

⚫ 各金融排出カテゴリー別に、集計対象とした運用資産残高（AUM）の総額

⚫ 金融排出の算定対象としたAUMの全体に対する割合（100%を下回る場合には、除外対象

とした資産及びその額）

⚫ 金融排出の計算に用いた手法の説明

資産運用

S2: 金融排出（Financed Emissions)

⚫ スコープ１、２、３別の金融排出量（産業別、アセットクラス別）

⚫ 各業種について、資産クラスごとの総量エクスポージャーの額

⚫ 金融排出の計算に含まれる総量エクスポージャーの割合

⚫ 金融排出の計算に用いた手法の説明

商業銀行・保険

※適用初年度の開示免除規定あり。

11
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S2 Illustrative Examplesより抜粋

Table 8: Financed emissions disclosure 
disaggregated by asset class

Table 6: Financed emissions disclosure disaggregated 

between active and passive strategies

全スコープ排出について、AUMの98%を排出量算定に含めてい
る。結果、2％のAUMが算定対象から外れている。

Disaggregationの方法についての規定はない。
S1 B28,B29において、情報をあいまいなものと
せず、理解可能性を担保するのに必要な粒度
での開示(集計・分解）が求められている。

S2: Financed Emission の開示例（参考）

12
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GHG排出量の算定基準

13

⚫ GHG排出量の算定に当たっては、ISSB基準以外の外部の基準やガイダ

ンスを参照する必要がある

参照

補完
(supplement)
GHGプロトコルとの同
時利用が可能

修正
(amendment)

補完
(supplement)

PCAFグローバル
GHG算定報告基準
(2020)

GHGプロトコル
企業算定報告基準（2004）

GHGプロトコル 
Scope2ガイダンス (2014)

Scope3算定報告基準（2011)

PCAFが開発、
GHGプロトコルがレビュー

図：ISSB基準、GHG Protocol記載事項をもとに作成
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目標に関する開示内容
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以下の目標を開示

⚫ 気候関連の戦略的目標に向けた進捗を評価するために用いられる定量的・定性的目標

⚫ 法令等で求められる目標

目標に関する説明

⚫ 気候変動に関する最新の国際協定に関する目標との関係（33項h）

⚫ 第三者により検証されているのかどうかの説明（34項a）

⚫ 目標に対する実績と分析

GHG排出量数値に関する目標

⚫ 対象となる排出量を説明

⚫ 総排出量・純排出量のどちらの目標か

⚫ カーボン・オフセットの利用（利用の程度、認証・検証、種類）
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SSBJ サステナビリティ開示基準（公開草案）の体系
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⚫ SSBJ基準では、ISSB基準（S1号）について、サステナヒリ゙ティ開示の

基本的な事項を定める基準「適用基準」と開示内容（コア・コンテン

ツ）を定める基準「一般基準」とに分割して基準化

出所：2024年７月 SSBJ基準案解説セミナー資料「SSBJ基準案の概要」
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サステナビリティ開示基準の適用（案）
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一般開示基準（案）
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コア・コンテンツ

18

⚫ サステナビリティに対する企業の取組を４つの柱で開示

戦略

サステナビリティ関連のリスク及び機会を管理するため

の企業の戦略

リスク管理

サステナビリティ関連のリスクを識別、評価、優先づけ及び

モニタリングするためのプロセス

指標・目標

サステナビリティ関連リスク機会に関するパフォーマンス

• リスク機会の監督に責任を負うガバナンス機関・個人の役割

• 能力確保、情報提供、目標設定＆実績モニタリング等

• 経営者の役割

• サステナビリティ関連リスク・機会（短中長期の時間軸とそ
の定義も含めて開示）

• 当該リスク機会がビジネスモデル＆バリューチェーンに及ぼ
す影響と財務的影響

• 重大リスクに対する戦略のレジリエンス

• リスク・機会の両側面に対するプロセス

• 企業の全体的なリスク管理プロセスへの統合

• 適用されるサステナビリティ開示基準が要求する指標

• サステナビリティ関連リスク機会と関連するパフォーマンス
をモニタリングするために企業が用いている指標

• 産業別指標を含む

• 目標がある場合、目標を開示

• パフォーマンスに関する分析

ガバナンス

サステナビリティ関連リスク機会をモニタリング、管理、
監督するために用いるガバナンスのプロセス、統制及び
手続
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気候関連開示基準（案）
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目的／コア・コンテンツ

20
出所：2024年７月 SSBJ基準案解説セミナー資料「SSBJ基準案の概要」

目的目的

コア・コンテンツ

• 一般目的財務報告書の主要な利用者が企業に資源を提供するかどうかに
関する意思決定を行うにあたり有用な、気候関連のリスク及び機会に関
する情報の開示（IFRSS2号に相当する定め）について定めること

• TCFD提言を踏まえ、気候関連のリスク及び機会に関して、ガバナン
ス、戦略（シナリオ分析に基づく気候レジリエンスの評価を含む）、
リスク管理、並びに指標及び目標に関する開示を提供

• ガバナンス、戦略の一部、リスク管理の定めについては、一般基準案
とほぼ同じ（「サステナビリティ関連」を「気候関連」に置き換え）
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気候関連開示：指標

21

産業横断的指標

⚫ GHG排出量：スコープ1、2、3

⚫ 気候関連の移行リスク、物理的リスク及び機会

※以下に関する金額・パーセンテージ、または規模を表す情報

• 移行リスク・物理的リスク－脆弱な資産・事業活動

• 気候関連の機会－対応する収入、資産、その他事業活動

⚫ 資本投下

• 気候関連のリスクと機会に対して展開される資本支出、資金調達または投資額

⚫ 内部炭素価格

⚫ 報酬

• 当期において気候関連の検討の影響を受けた経営者報酬の割合

産業別の指標

• 産業別ガイダンスを考慮

⇒原則としてGHGプロトコルを用いることが要求されるが、法域の法令等（例えば温対法）で

GHGプロトコルと異なる測定方法が要求される場合は、当該方法の利用が認められる。
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スコープ２排出量の算定（ロケーション基準とマーケット基準）

22
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SSBJ基準公開草案における質問項目

23

公開草案
質問項目

論点 SSBJ公開草案における対応 ISSB基準との相違

質問３
スコープ１、スコープ２及びスコープ３の
温室効果ガス排出量の合計値

合計値の開示を求める 追加要請

質問４ 温対法に基づく排出量開示（報告期間） 財務諸表と報告期間の差異を許容する
財務諸表との報告期
間の差異を許容

質問５
スコープ２温室効果ガス排出におけるロ
ケーション基準とマーケット基準

ロケーション基準排出に加え、契約証
書・マーケット基準排出のいずれか報告

マーケット基準排出
について本文追記

質問７
産業横断的指標等の取扱い ①（気候関連の
移行リスク、物理的リスク、機会）

脆弱な資産等の金額・%ではない規模に
関する開示を認める

柔軟な開示を認める

赤字：ISSBから緩和される規定
青字：ISSBに追加される規定

※ 気候開示基準に関連する質問項目と論点を抜粋。

参考情報：SSBJ公表 IFRS サステナビリティ開示基準と本公開草案の差異等の一覧

https://www.ssb-j.jp/jp/wp-content/uploads/sites/6/2024ed01_05.pdf
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経過措置

24

⚫ 比較情報の開示の省略

⚫ 気候リスク機会のみの開示（気候開示基準の適用）

⚫ 温室効果ガス排出量に関して、GHGプロトコル又は法域の当局等が要

求する方法以外の測定方法にもとづく測定方法（直前報告期間に適用

していた場合）

⚫ スコープ３温室効果ガス排出量の省略

基準適用初年度において認められる経過措置（法令にもとづく開示の場合）

※本基準にもとづく制度開示を定める法令で別途経過措置が認められることもあり
うる。



Copyright © The Japanese Institute of Certified Public Accountants.

EUにおける気候関連開示の動き

⚫ EUでは、企業のサステナビリティ情報開示指令（Corporate Sustainability Reporting 

Directive: CSRD）が発効

⚫ マネジメントレポート（制度開示書類）の中で開示することを義務化

⚫ EUサステナビリティ開示基準（European Sustainability Reporting Standards: ESRS) 

を制定し、同基準に準拠した開示を義務付け

⚫ 法定監査人等による保証の義務化。ただし、加盟国単位で、法定監査人以外の他の会計事

務所や独立保証サービス提供者も可能

25

項目 基準 項目 基準

全般 ESRS 1: 全般的要件
ESRS 2: 全般的開示

社会 S1: 社内の労働力
S2: バリューチェーンにおける労働者
S3: 影響を受けるコミュニティ
S4: 消費者とエンドユーザー

環境 E1: 気候変動
E2: 汚染
E3: 水資源と海洋資源
E4: 生物多様性と生態系
E5: 資源利用と循環経済

ガバナンス G1: 行動規範

出典： ESRSに基づき筆者作成

ESRSの基準一覧
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EU CSRD/ESRSにおける気候関連の開示要請

26

SBM-1:戦略、ビジネスモデル、バリューチェーン
SBM-2:ステークホルダーの関心と見解
SBM-3:気候関連の重要なインパクト、リスク、機会、

 及び戦略やビジネスモデルとの相互関係
E1-1:気候変動緩和のための移行計画

4.1 重要性評価プロセス
IRO-1:気候関連の重要なインパクト、リスク、機会の特定・評価
プロセス
IRO-2:企業のサステナビリティ情報に対応するESRS開示要件
4.3 ポリシーとアクション
E1-2:気候変動の緩和と適応に関するポリシー
E1-3:気候変動対策に関連するアクションとリソース

E1-4:気候変動の緩和と適応に関する目標
E1-5:エネルギー消費量とエネルギーミックス
E1-6:スコープ1、2、3および総GHG排出量
E1-7:GHG除去量、及びカーボンクレジットによる排出削減
E1-8:内部炭素価格
E1-9:重要な物理的・移行リスクや気候関連の潜在的機会から

生じる財務的影響

GOV-1:管理・経営・監督機関の役割
GOV-2:管理・経営・監督機関へのサステナビリティ情報の提供、

同機関が取り組むべきサステナビリティ事項
GOV-3:GHG排出削減目標のインセンティブスキームへの統合
GOV-4:デューディリジェンスに関する情報
GOV-5:サステナビリティ報告に関するリスク管理と内部統制

ガバナンス

戦略

インパクト・リスク・機会の管理

指標と目標

⚫ CSRD/ESRSにおける気候関連の開示項目はISSBと概ね一致しているが、
EUの政策を反映した開示項目も含まれているという特徴がある

ESRSにおける気候変動に関する開示項目

（黒字：ESRS2における要請 紫字：ESRS E1における要請）
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温室効果ガス排出量
（スコープ１、２及び３）の算定

27
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S2基準①：指標と目標 ー 温室効果ガス排出

28

⚫ 温室効果ガス排出量の算定はGHGプロトコルに従い、バリューチェーン全体での把握と開示が求められる

Scope１排出：企業が所有又は支配する排出源から発生する直接的な温室効果ガスの排出

Scope２排出：企業が消費する、購入電力、熱又は蒸気の生成から発生する間接的な温室効果カズの排出

Scope３排出：報告企業のバリュー・チェーンで発生するスコープ 2 排出以外の間接的な排出(上流・下流)

（出典： 環境省
グリーン・バ
リューチェーンプ
ラットフォーム：
サプライチェーン
排出量算定をはじ
める方へ）

開示数量・単位 絶対数量、CO2換算（メートルトン）

測定基準 • GHGプロトコル コーポレート基準（2004年版）。ただし、法域の規制当局や証券取引所が異なる
基準の利用を求める場合には、その基準も利用可能。

• スコープ３に関しては、GHGプロトコル 企業のバリューチェーン（スコープ３）算定と報告の基
準（2011年版）に基づく

算定アプローチに関
する開示

• 採用した算定アプローチ、インプット及び前提
• 特定の算定アプローチを採用した理由
• 報告期間中の算定アプローチ、インプット及び前提の変化と理由

https://www.env.go.jp/earth/ondanka/supply_chain/gvc/supply_chain.html
https://www.env.go.jp/earth/ondanka/supply_chain/gvc/supply_chain.html
https://www.env.go.jp/earth/ondanka/supply_chain/gvc/supply_chain.html
https://www.env.go.jp/earth/ondanka/supply_chain/gvc/supply_chain.html
https://www.env.go.jp/earth/ondanka/supply_chain/gvc/supply_chain.html
https://www.env.go.jp/earth/ondanka/supply_chain/gvc/supply_chain.html
https://www.env.go.jp/earth/ondanka/supply_chain/gvc/supply_chain.html
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スコープ１・スコープ２の計算方法（例）

29

燃料使用量 単位発熱量 CO2排出量＝炭素排出係数
単位発熱量あたりの炭素排出量

44
―
12

（例）ガソリン使用量が200kLの場合

200
（kL）

34.6（※１）
（GJ/kL）

464.332
（tCO2）

＝0.0183 （※１）
（ tC/GJ ）

（※２）電気事業者別排出係数一覧の調整後排出係数を参照（ロケーション基準を前提）

44
―
12

電気使用量
単位当たりの
CO2排出量

CO2排出量＝

5,000
（kWh）

0.000434（※２）
（tCO2/kWh）

2.17
（tCO2）＝

（例）電気使用量が5,000kWhの場合

スコープ１（エネルギー起源）

スコープ２

（※１）温室効果ガス排出量算定・報告マニュアルを参照

熱使用量
単位当たりの
CO2排出量

CO2排出量＝ 他人から供給された熱の使用
（産業用蒸気等）

他人から供給された電気の使用

https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/calc
https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/manual
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S2基準②：指標と目標 ー Scope 3 排出量と15カテゴリー

Scope３の排出量は、さらに15カテゴリーに分類される

Scope3カテゴリ 該当する活動（例）

1
購入した製品・

サービス
原材料の調達、パッケージングの
外部委託、消耗品の調達

2 資本財

生産設備の増設（複数年にわたり
建設・製造されている場合には、
建設・製造が終了した最終年に計
上）

3
Scope1,2に含まれ
ない燃料及びエネ

ルギー活動

調達している燃料の上流工程（採
掘、精製等）
調達している電力の上流工程（発
電に使用する燃料の採掘、精製
等）

4
輸送・配送
（上流）

調達物流、横持物流、出荷物流
（自社が荷主）

5
事業から出る

廃棄物
廃棄物（有価のものは除く）の自
社以外での輸送（※1）、処理

6 出張 従業員の出張

7 雇用者の通勤 従業員の通勤

Scope3カテゴリ 該当する活動（例）

8
リース資産
（上流）

自社が賃借しているリース資産の稼働
（算定・報告・公表制度では、
Scope1,2 に計上するため、該当なしの
ケースが大半）

9
輸送・配送
（下流）

出荷輸送（自社が荷主の輸送以降）、
倉庫での保管、小売店での販売

10
販売した

製品の加工
事業者による中間製品の加工

11
販売した

製品の使用
使用者による製品の使用

12
販売した

製品の廃棄
使用者による製品の廃棄時の輸送
（※2）、処理

13
リース資産
（下流）

自社が賃貸事業者として所有し、他者
に賃貸しているリース資産の稼働

14 ﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞ
自社が主宰するフランチャイズの加盟
者のScope1,2 に該当する活動

15 投資
株式投資、債券投資、プロジェクト
ファイナンスなどの運用

（出典： 環境省 グリーン・バリューチェーンプラットフォーム：サプライチェーン排出量算定をはじめる方へ (env.go.jp)
 https://www.env.go.jp/earth/ondanka/supply_chain/gvc/supply_chain.html）

30

https://www.env.go.jp/earth/ondanka/supply_chain/gvc/supply_chain.html


Copyright © The Japanese Institute of Certified Public Accountants.

気候関連開示の実例

金融庁「有価証券報告書における記述情報開示の好事例集」から

31
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有価証券報告書における記述情報開示の好事例集

32

金融庁では、開示の充実化に向けた実務の積上げ・浸透を図る取組として、2018年から毎
年、「記述情報の開示の好事例に関する勉強会」を実施した上で、「記述情報の開示の好事
例集」を公表、更新。
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西松建設株式会社
有価証券報告書(2023年3月期) P14-16,18,20

33出典：金融庁「記述情報の開示の好事例集 2023」（2024年3月8日）

ガバナンス
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株式会社テン゙ソー
有価証券報告書(2023年3月期) P19-21

34出典：金融庁「記述情報の開示の好事例集 2023」（2024年3月8日）

戦略
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明治ホールディングス株式会社
有価証券報告書(2023年3月期) P25-26,28-31,33

35出典：金融庁「記述情報の開示の好事例集 2023」（2024年3月8日）

戦略
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明治ホールディングス株式会社
有価証券報告書(2023年3月期) P25-26,28-31,33

戦略
指標・目標
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三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
有価証券報告書(2023年3月期) P27-28,32-34

37出典：金融庁「記述情報の開示の好事例集 2023」（2024年3月8日）

戦略
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三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
有価証券報告書(2023年3月期) P27-28,32-34

リスク管理
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株式会社サンケヅ
有価証券報告書(2023年3月期) P21-22,26

39出典：金融庁「記述情報の開示の好事例集 2023」（2024年3月8日）

指標・目標
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つながり（Connectivity)のある気候開示に向けて

40
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	スライド 36: 明治ホールディングス株式会社　 有価証券報告書(2023年3月期) P25-26,28-31,33
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